
 
 

 

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
案
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す
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議
院
商
工
委
員
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

一 

最
終
処
分
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
は
、
概
要
調
査
地
区
等
の
関
係
地
方
公
共
団

体
の
理
解
と
協
力
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
関
係
地
方
公
共
団
体
が
適
切
な

判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
前
の
情
報
提
供
等
が
的
確
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
る

こ
と
。 

 
 

ま
た
、
国
及
び
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
に
よ
る
概
要
調

査
地
区
等
の
選
定
に
当
た
り
、
十
分
な
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
円
滑
な
意
思
疎
通
を
行
う

よ
う
努
め
る
こ
と
。 

二 

最
終
処
分
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
は
、
広
範
な
国
民
か
ら
の
同
事
業
に
対
す
る
十
分

な
理
解
と
支
持
を
得
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
必
要
か
つ
十
分
な
情

報
公
開
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
原
子
力
広
報
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
こ

と
。 

三 

最
終
処
分
に
関
す
る
安
全
規
制
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
け
る
検
討
を
十
分

に
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
早
急
に
提
示
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
具
体

的
な
規
制
内
容
等
に
つ
い
て
は
今
後
の
技
術
開
発
の
動
向
等
に
応
じ
、
慎
重
に
検
討
を
進
め
る

こ
と
。 

四 

原
子
力
安
全
委
員
会
の
関
与
を
十
分
な
も
の
と
し
、
安
全
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。 

五 

概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
人
口
密
度
等
の
社
会
的
条
件
に
つ
い

て
も
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
選
定
規
準
が
明
解
で
か
つ
国
民
の
十
分
な
理
解
を
得
ら

れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
関
係
省
令
を
早
期
に
策
定
し
公
表
す
る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
関
係
地
域
住
民
等
と
の
信
頼
関
係
の
醸
成
と
不
安
の
払
拭
を
図
る
た
め
、
原
子
力
事

業
に
お
け
る
情
報
公
開
原
則
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
そ
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
・
公

正
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
十
全
の
努
力
を
払
う
と
と
も
に
、
そ
の
見
地
か
ら
原
子
力
発
電
環
境

整
備
機
構
に
対
し
十
分
な
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
。 

六 

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
に
よ
る
最
終
処
分
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
事
業
が
高
い
公
益
性

を
有
し
か
つ
超
長
期
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
同
事
業
が
将
来
に

わ
た
り
安
全
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
体
制
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
の
事
業
の

進
捗
状
況
に
見
合
っ
た
組
織
づ
く
り
と
そ
の
効
率
的
運
営
に
配
意
す
る
こ
と
。 

七 

電
力
自
由
化
に
伴
い
、
大
口
電
力
ユ
ー
ザ
ー
が
既
存
の
原
子
力
発
電
事
業
者
か
ら
原
子
力
発

電
設
備
を
有
し
な
い
独
立
系
電
気
事
業
者
に
電
気
の
供
給
源
を
切
替
え
た
場
合
の
過
去
の
原
子

力
利
用
見
合
い
分
の
拠
出
金
に
つ
い
て
、
不
当
に
業
務
用
・
家
庭
用
の
小
口
ユ
ー
ザ
ー
に
転
嫁

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公
平
の
確
保
を
図
る
こ
と
。 



八 

最
終
処
分
積
立
金
の
超
長
期
的
管
理
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
指
定
法
人
の
指
定
に
当

た
っ
て
は
、
適
格
な
経
理
的
・
組
織
的
能
力
を
有
す
る
法
人
と
す
る
と
と
も
に
、
い
や
し
く
も

天
下
り
機
関
等
と
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
厳
正
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
資
金
管
理
業
務
の
実
態
等
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
外
部
監
査
制
度

を
導
入
す
る
な
ど
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
巨
額
の
積
立
金
は
最
終
処
分
の
実
施
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
安
全
か
つ
確
実

に
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
や
し
く
も
、
安
易
に
国
債
等
の
消
化
手
段
な
ど
に
利
用
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

九 

最
終
処
分
事
業
の
安
全
性
の
向
上
や
処
分
費
用
の
低
減
等
に
資
す
る
た
め
、
今
後
と
も
最
終

処
分
事
業
に
関
す
る
技
術
開
発
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
核
種
分
離
・
消
滅
処
理
な
ど
の
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
低
減
に
資
す
る
研
究
開
発
に

つ
い
て
は
、
国
際
協
力
・
国
際
貢
献
の
視
点
等
も
加
味
し
つ
つ
、
引
き
続
き
着
実
に
推
進
す
る

こ
と
。 


